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消費者サポートネット和歌山主催の消費者セミナーが、１月１９日(土)に開催されました。今回

は関西テレビで活躍されている関純子さんを講師に迎え、約 70 名の大勢の参加者のなか始まりま

した。 

関さんは軽妙な語り口で、関西テレビの入社のきっかけが大学時代の先輩の勧めであったこと、

何も知らないテレビの世界に入り、入社後スタジオを見てびっくりしたことから話し始められまし

た。 

関さんの最初の驚きは、スタジオのセットです。セットはカメラで映した時に、いかに綺麗で本

物に見えるか、そしてテレビという四角の箱にいかに綺麗に収まるかを重点に置いて作られていま

す。そのため、開かない扉、上がれない階段、発泡スチロールの机でもいいわけで、温泉の情緒を

だすためにドライアイスで湯気を出すというのは当たり前、徹底的に映りを考えたスタジオ作りに

驚いたということです。 

「テレビは夢のある嘘がいっぱいで、視聴者に与えるイメージを大事に、照明の当て方ひとつに

しても大変工夫がされています。具体的にいえば、季節が夏という設定であれば、冬であっても夏

らしい照明をして夏を演出します。音声においては、出演者の発言がバラバラでまとまりがないも

のになっていたとしても、主な発言者の声だけを拾うように技術を駆使しています」ということで

した。 

次に本題のアナウンサーの仕事についてお話されました。「アナウンサーは、ニュースを読み上

げる時、まるで覚えているかのように話しますが、実は「カンペ」なるものがあります。カメラの

前にカンニングペーパーがあり、視聴者には気づかれないように自然に読んでいます。また、伝え

るニュースの内容に合わせて、声の調子、トーンも変えています」とのことでした。 

普段私たちは何気なくニュースを聞いていましたが、アナウンサーの方々は、裏では大変工夫し

て、ニュースを伝えていらっしゃることがわかり、大変興味深い話でした。 

また「テレビは映像・音声で出来ているので、臭いや手触りが伝わりません。それで少しでも現

実味を持って感じてもらえるよう、出演者が表情やリアクションを加えて表現しています。特にテ

レビＣＭなどは、消費者の購買意欲をいかにそそるかというのが重要で、様々な工夫がされていま

す」と続けられました。 

 

 

テレビとメディアリテラシー   
アナウンサーの仕事を通して見えること 
講師：関 純子アナウンサー 

最後に、「アナウンサーとは色々な情報の最後の送り手であり、

その送り手自身の発言も問われる立場であることから、常に責

任を持ち、毎日の仕事に励んでいます」とのことでした。 

さらに、そのような社会的責任に鑑み、関西テレビは番組作り

において視聴者の意見も参考にし、毎日入る質問や苦情にも対

応しながら番組作りに日夜努力を重ねていることを付け加えら

れました。 

身近でありながら全く知らないメディアの世界を垣間見ること

ができて、大変有意義な講演でした。 



 

 

〈事例〉突然自宅を訪問したり、チラシを見て見積もりだけでもと連絡した業者に、貴金属等を安

く買い取られる「訪問購入（押し買い）」の被害が多発しております。しかし後日返品を申し出て

も、転売した、溶解した、などと言われ、返品を拒否されます。 

 

 貴金属はそれ自体に思い出があります。見知らぬ業者とは安易に契約しない、対応は家族など複

数人で対応するようにしましょう。売却したくない場合は、きっぱりと断わることが大切です。正

式な業者は古物商許可証を持っているので１つの判断基準になります。 被害が多発したことを受

け、法律が改正（下記参考）され、書面交付義務・クーリングオフ制度が導入されました。トラブ

ルにあったら、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。 

 

改正特定商取引法が平成２５年２月２１日施行。消費者が依頼していないのに、業者が訪問購入

することは禁止されました。また、買い取る場合は、法律で定められた書面の交付義務があります。

さらに、契約書面を受け取った日を含めて８日以内であれば無条件で契約解除ができるクーリング

オフ制度が導入されました。ただし、大型家電、家具、自動車（二輪を除く）、書籍・ＣＤ・ＤＶ

Ｄ・ゲームソフト類、有価証券は規制から除外されています。                

 

 

                     

                  

       

前回に引き続き、スマホについてお伝えします。今回は料金についてのトラブルです。 

 

〈事例〉２段階のパケット定額プランでスマホに買い替えたが、以前の携帯電話と同じ使い方をし

ていたのに、すぐに上限額になってしまう。通話料も今までより高額になった。 

〈事例〉海外旅行にスマホを持っていったが、メールを数通受け取っただけで電源を切っていた。

しかし、帰国後、高額のパケット通信料を請求された。 

 

スマホは従来の携帯電話よりも膨大な量のデータを素早くやり取りできる通信性が必要となるた

め、必然的にパケット料金が上がります。また、ダウンロードしているアプリによっては、自動更

新してパケット通信料が発生する場合があります。 

さらに海外では国内の定額サービスは適用されません。海外パケット定額サ

ービスを利用するといいのですが、海外パケット定額サービスは、渡航先のサ

ービスに対応した通信事業者を選択しなければ適用されません。事前に携帯電

話会社で確認しておき、海外にでたら、アプリの自動更新による高額請求を避

けるためにも、設定を忘れないようにしましょう。 
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貴金属買い取りのトラブル  

サポートネットのトピックス 

あなたは大丈夫？スマホのトラブル ２ 

 


